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 平成29年度 第1回 杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会 

日時 平成29年５月15日（月）午後1時30分～午後３時 

場所 杉並区役所 分庁舎4階 会議室（A・B） 

出席者 委員 髙見澤、小笠原、幸田、正木、松枝、大橋 

条例第 13 条に

よる出席者 

なし 

 

説明員（区） 土木担当部長 

建築課長 

土木管理課長 

狭あい道路整備担当課長 

副参事（特命事項担当） 

 

 

傍聴 なし 

配布資料 事前 

 

資料   狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況について 

参考資料 施策の実施状況に関する事項（具体的な内容） 

 

 当日 諮問文 （写し） 

重点整備路線の図 

会議次第 １ 開 会              狭あい道路整備担当課長 

２ 諮 問              土木担当部長 

３ 議 事              進行：会長 

  狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況について 

４ その他              狭あい道路整備担当課長 

次回の協議会日程調整 

５ 閉 会              会長 
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平成29年度 第１回 杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会 

 

狭あい道路整備担当課長 本日の開催状況でございますけれども、○○委員につきましては、欠席の

ご連絡をいただいているところでございます。したがいまして、協議会委員

７名のうち６名の出席ということで、平成 29 年度第１回杉並区狭あい道路の

拡幅に関する協議会については、有効に成立しております。 

会に先立ちまして、平成 29 年度人事異動に伴う新しい職員を、私のほうか

らご紹介させていただきます。土木管理課長の緒方でございます。 

土木管理課長   土木管理課長の緒方と申します。よろしくお願いします。 

狭あい道路整備担当課長 続いて事務局の方も人事異動がありましたのでよろしくお願いします。 

それでは協議会の開催につきまして、会長、開会の宣言をよろしくお願いい

たします。 

会   長    いつもながらありがとうございます。では、これから平成 29 年度の第１回

杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会を開会いたします。 

傍聴についてはいかがですか。 

狭あい道路整備担当課長 傍聴については申し出はございません。 

会   長    はい。わかりました。 

そうしますと、議事録への署名をお願いするわけですけれども、○○委員に

お願いします。よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

今日は、まず初めに２の諮問というものがございまして、これは条例の第９

条第２項第４号「狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況に関する事項」、

これについての諮問がございます。諮問事項を審議するために、狭あい道路の

拡幅に関する施策の実施状況ということの説明が、後に事務局からありますけ

れども、その諮問事項の審議を今日行うということで。ただ、答申するのは次

回以降でよろしかったですね。 

狭あい道路整備担当課長 はい。 

会   長    では、今日十分意見いただいて、次回にその意見も反映した答申案をつくっ

て、また議論するということかと思います。では、そんなようなことでよろし

くお願いいたします。 

では、まず諮問をお願いいたします。 
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狭あい道路整備担当課長 それでは、協議会への諮問を行わせていただきます。本来であれば区長か

ら諮問をするところでございますが、本日公務のため欠席をさせていただい

ております。区長を代理いたしまして、土木担当長部長、吉野稔より、杉並

区狭あい道路の拡幅に関する協議会会長に対しまして、諮問させていただき

ます。それに引き続きまして、今年度最初の協議会ということもございます

ので、土木担当部長よりご挨拶を申し上げます。 

では、吉野土木担当部長よろしくお願いします。 

土木担当部長   狭あい道路の拡幅に関する施策について、諮問。杉並区狭あい道路の拡幅に

関する条例第９条第２項第４号の規定に基づき、下記のとおり諮問します。 

「平成 29 年度諮問第１号 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況に関

する事項について」でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（諮問文手交） 

会   長    はい。確かにお受け取りしました。ご苦労さまです。 

狭あい道路整備担当課長 では、あわせて今、諮問につきまして、写しを委員の皆様にお配りをさせ

ていただいております。 

（諮問文写し配付） 

狭あい道路整備担当課長 よろしいでしょうか。では、土木担当部長よりご挨拶申し上げます。 

土木担当部長   こんにちは。お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

昨年度は会長初め、委員の皆様にはお忙しい中貴重なお時間を割いていただ

きまして、誠にありがとうございました。おかげさまで重点整備路線につきま

して、協議会からの答申に基づき４路線を指定することができました。 

本年度の予算は、「時代の先を見据え10年ビジョンを加速させる予算」と題

しまして、５つの大きな視点を掲げてございます。その一つは、首都直下地震

等に備えた減災・防災対策の推進を掲げており、狭あい道路拡幅整備事業につ

きましては、拡幅整備の加速化を図るということで、重点事業に位置づけてご

ざいます。重点整備路線や支障物件に関する取り組みを通じ、職員一丸となり

まして事業の加速化を図ってまいります。 

今年度の協議会につきましては、昨年度からご説明をさせていただいており

ますが、条例施行後３年を目途に施策の評価に必要となる実施状況に関する事

項についてご検討いただくこととなってございますので、引き続きのご尽力の

ほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

会   長    ありがとうございました。 
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それでは諮問を受けたということで、ご承知のとおり個々人の財産権に関わ

る事項が含まれますので、これは毎年、進行状況を整理しなければいけないと

いうことですね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。毎年度、施策の実施状況について、公表をするということで

ございます。 

会   長    そういう慎重な作業が条例で規定されております。では、その辺も含めて、

ご説明をお願いいたします。 

狭あい道路整備担当課長 それでは、まずお配りした資料の確認をさせていただければと思います。 

資料の内容につきまして、まず次第が１枚。それから、「資料」ということ

で右肩に書いてあって、ホチキスどめされているものが一つ。色刷りのもので、

左肩にホチキスどめされているものが一つ。杉並区狭あい道路の拡幅に関する

協議会の昨年度最後の第５回の議事録。先ほどお配りした諮問の写しというこ

とになりますが、よろしいでしょうか。不足はありませんでしょうか。 

それでは、諮問の内容でございますけれども、先ほど土木担当部長の挨拶に

ありましたように、条例の附則におきまして、条例施行後３年を目途として条

例の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは条例の規定に基づき検討を

加え、必要な措置を講ずると規定されております。あわせて条例の第 15 条で

は、施策の実施状況を毎年度公表するということにもなってございます。その

ため今回、施策の実施状況に関しまして客観的に評価できるよう、その評価、

公表する対象とする事業項目について、協議会へ諮問させていただいたところ

でございます。 

では、資料の説明をさせていただきます。右肩に「資料」とあるものについ

て、まずご説明をいたします。 

「狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況について」ということで、今回

諮問の部分に当たるところでございます。施策の実施状況に関する事項を大き

く６点ということで、項目を分けさせていただいております。今後につきまし

ては、この６項目におきまして、毎年度協議会へ報告をさせていただくことや、

公表することを事務局として考えてございます。また、協議会への報告内容に

ついて、協議会で評価をしていただき、３年を目途として実施状況について勘

案し、措置が必要かということを検討していただくというようなことで考えて

いるところでございます。 

その６点を昨年度、平成 28 年度の状況に当てはめますと、次のページ、参
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考資料のほうになります。こちらについては、昨年度末の第５回の協議会のほ

うでご報告させていただいたものと重複する部分がございますけれども、簡単

にご説明をさせていただきます。 

まず一つ目、「拡幅整備事業の実施」ということで、こちらについては延長

と事業費を掲載しているものでございます。 

表の中、協議分類ということで、「一般」と「重点整備路線等」とございま

すが、「一般」については、建築行為に伴い確認申請が出されたものになりま

す。「重点整備路線等」につきましては、重点整備路線、それから重点地区な

どにおきまして、建て替えを伴わないものということで、職員が戸別訪問をし

て拡幅にご協力いただいた物件、それから、住民の方自らが自分のところも後

退整備したいということで、お話をいただいた物件というような内容になって

ございます。それぞれにつきまして、受付の件数、それから整備した件数、そ

れから整備の延長、事業費をまとめたものでございます。 

続いて２ページになりますが、「重点整備路線の取組」ということで、昨年

度、11 月に指定いたしました重点整備路線の取り組みでございます。重点整

備路線の位置図につきましては、別の資料、色刷りのＡ３の資料でお示しして

ございますので、そちらもあわせてご覧いただければと思います。こちらの図

面の中の丸数字が、参考資料の中の丸数字と整合しているものでございます。 

それぞれ路線の①から④につきまして、拡幅整備が済んでいるもの、それか

らまだ済んでいないもの、そのうち建て替えを伴わずに拡幅が可能なもの、そ

れと拡幅整備率ということで、数字を挙げさせていただいております。 

特に路線の④、久我山の路線につきましては、昨年度指定以降、拡幅整備さ

れた物件が２件出ましたので、それがわかるような形で、資料については作成

させていただいております。久我山の路線④につきましては、指定時は拡幅整

備済のものが 22 件でございましたけれども、建築行為、建て替えがございま

して、それが 24 件、２件増えているというような状況です。整備率について

は、43％から47％という形になってございます。 

続いて３ページ、支障物件に関する取り組みでございます。こちらも昨年度

末にお示しした資料から１か月経過し、３月末ということで若干数字が動いて

います。 

特に表の一番下「指導の結果、是正された件数」ということで、指導の結果、

２件支障物件が撤去された事例がございます。そのうちの１件については、支
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障物件が撤去された後にＬ形の移設までできたというところで、そちらについ

ては先ほどの色刷りの資料、Ａ４のほうの資料になります。 

表面が拡幅整備後、施行後のものなのですが、裏面を見ていただくと、整備

前の状況がございまして、色刷りのＡ４の裏面見ていただくと、まず上の写真

で赤い花が咲いている木が生えている部分があるかと思いますが、これがいわ

ゆる支障物件に当たるものでございます。下の写真についてはそれを逆の方向

から写しているものでございますけれども、この部分、この花壇につきまして、

所有者の方に撤去していただいて、区役所のほうでＬ形を後退させたという状

況が表面の写真になります。Ｌ形が新しくなっている状況がわかるかと思いま

すが、上の写真で、奥のほうで少し土が見えている部分についてが、もともと

花壇があったところになってございます。その花壇を撤去された後に、拡幅整

備ができたという案件でございます。 

では、資料に戻っていただきまして、「３． 支障物件の取組」の「２）重

点整備路線内における支障物件設置の状況」ということで、こちらについては

前回、重点整備路線①については２件ということでご報告をしたところでござ

いますけれども、調査をした結果、１件増えまして３件ということで、数字が

動いている状況でございます。この３件というのは、１件増えたということは、

新しく支障物件が置かれてしまったということではなく、もともと置かれてい

たものについてカウントができていなかったというところでございます。 

訂正させて頂きます。申し訳ございませんでした。 

続いて４ページ「電柱移設の取組」でございます。電柱等のセットバックに

つきましては、これは前回お示しした数値と変更はございません。28 年度に

つきましては、各事業者、ＮＴＴ、東京電力に対しまして、移設の依頼を 139

本行いました。そのうち 59 本が移設されまして、まだ移設できていないもの

が80本というようなことになります。この移設が終わっていない80本につき

ましても、将来にわたって移設になる可能性がありますので、その 80 本が

ずっと残るということではございません。 

続いて５番目「普及啓発の取組」。こちらは、前回につきましてはもう少し

細かく時系列で資料をお示ししたところでございますが、今回についてはまと

めさせていただきました。大きく「広報活動」と「説明会等」の２つに分けさ

せていただいて、それぞれ内容については記載のとおりになってございます。 

最後６番目「助成金の実績」ということで、これは前回お示ししていないと
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ころでございますが、拡幅整備に当たりまして区民、事業者の方に助成金をお

支払いしていますので、その実績を掲載させていただきました。助成金の金額

については千円単位になってございますけれども、記載のとおりになってござ

います。協議分類「一般」につきましては、先ほどお話ししたように確認申請

を伴うもの、建て替えを伴うものになってございます。「重点整備路線等」に

ついては、建て替えを伴わないものということで、戸別訪問等でご協力いただ

いた物件に対してお支払いした助成金額ということになってございます。 

資料の説明については以上です。 

会   長    ありがとうございました。 

それでは、諮問に対する答申に備えて十分ご議論いただきたいわけですけれ

ども、次回ご用意いただくとしても、基本は今お話しいただいたものの形で公

表されると。公表というのは、ホームページにも載るとかそういうレベルなの

でしょうか。 

狭あい道路整備担当課長 公表については区のホームページ、それから区の広報紙に掲載を予定して

おります。区の広報紙については紙面の関係もありますので、今お示しした

ものが全て掲載できるかどうかというところもありますので、場合によって

は、広報紙についてはこの中から抜粋した情報をお出しするということにな

ると考えています。 

会   長    要点を。そういうことですね。詳しくは担当課をお尋ねくださいと、そうい

うような。 

狭あい道路整備担当課長 はい。 

会   長    いずれにしても公表されるということですので、我々ある程度お付き合いし

てきたものから見てもよくわからないところがいろいろ、一般の区民が見ると

なかなかわからないところもあると思いますので、その辺も含めて。多分そう

いうところは、何か補注みたいなところを充実していただくということでしょ

うね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。ご指摘いただいたところについては、なるべくわかりやすい

ような形で表記をしていきたいと思います。 

会   長    はい。では、たたき台というふうにご理解いただいて、どこからでもいいの

ですけど、では一応１ページの１という、実績というあたりから、もうちょっ

とこういうふうに説明したらどうかとか、ここのところの意味がわからないと

か、いろいろあると思いますのでよろしくお願いいたします。 
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私のほうから一つ伺いたいのですけれども、一応条例がそもそも、協議は義

務づけられているのですか。 

狭あい道路整備担当課長 はい。建築行為がある場合は、事前協議をするということになっています。

それと建築行為の伴わない、先ほど申し上げた、自分から申し出て敷地を後

退させたいですとか、戸別訪問によって建て替えは伴わないけれども後退す

るという場合も、過去の協議経過を確認し、以前に事前協議を行っていなけ

れば事前協議をしてその後退位置、それから整備の内容については協議をし

た上で、整備を進めるという形になっています。 

会   長    そういうことでしたね。とりわけ一等上の段の935件ですか。建て替えを伴

う協議というのは、言ってみれば確認申請が出る寸前に事前に協議をするとい

う指導をして、それに沿ってもらうということでしたけれども、条例上の協議

に応じなかった、そもそも確認申請、受付件数というのは何となくわかるのだ

けれども、受け付けたけれども確認は手控えてしまう建て主さんも出ている。

要するに、935と 588との開差が結構あるので、ぱっと一目見ると、受け付け

は1,000件近くやったのだけれども整備に至ったのは半分強しかなくて、一体

ほかはどうなってしまったのとか、素朴に言うとそういう疑問が出ると思うの

ですけれども、その辺はどう理解したらいいのでしょうか。 

狭あい道路整備担当課長 今の受付件数と整備件数の差、特に「一般」についてですけれども、こち

らにつきましては、先ほどお話あったとおりに建築行為があるもの、確認申

請が出される部分についてのものになってございます。受付件数については、

その 935 件のうち、今、会長がおっしゃったように、全てが建築行為までた

どり着いているものではなくて、935 件のうち、中には相続、それから売買

等で、その土地の形を決めるために２項道路の後退位置、そういったものを

決めるというための事前協議も含まれているというような状況になってござ

います。ですので、その中から実際に確認申請まで進んだものが、588 件と

いう考えでよろしいかと思います。 

会   長    なるほど。その辺がちょっとわかるように補足をしておいていただいたほう

が、受付件数全てが要整備物件ではないということですよね。 

狭あい道路整備担当課長 確かに注釈が「一般」については「建替えを伴う協議」というふうになっ

てございますので、935 件の中には建て替えの伴わないものも含まれていま

すので、そこについてはもう少しわかりやすいように表現をさせていただき

たいと思います。 
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会   長    相続とか将来の売買を予想して、実際にはどの辺なのだということを、言っ

てみれば相談みたいなものも含まれるわけで、それを受け付けるわけですね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。そういった物件も、将来的には確認、建築行為が起こるとき

には、場合によってはまた再協議というような形になるものもあります。 

会   長    なるほど。それに、例えば受け付けて協議が２月の末に整っても、年度的に

次年度に確認が出てずれ込んでしまうという、年度推移もあるわけですね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。年度がまたぐ場合もありますし、２年、３年置いてという場

合もあります。 

会   長    確認というのは永久にいいのでしたか。何年かという義務があったのでした

か。 

委   員    有効期限はないですよね。 

建築課長    法律が変わった部分は別にして、基本的にはずっと効力はあると思います。 

会   長    ということですよね。そうすると協議が整った段階で、確認さえとらずに

じっと待っている人もいるかもしれないということですね。あるいは直後に確

認をとる。その辺いろいろな段階が複雑に絡んでしまっている。 

狭あい道路整備担当課長 協議だけやって売買をして、そのままずっと塩漬けになっているところも

あると思いますし、相続のために事前協議だけやって、相続をして、そのま

ま建築行為はずっと何もないという場合もあります。 

会   長    別の業者さんが別の確認を出す、協議が整っているというのを受けて出す場

合もあると。いろいろ複雑にあるわけですね。逆に言うと、受け付けて確認を

予定しているのに協議はしたくないという、昔の自主整備みたいなものは今の

ところないわけですか。 

狭あい道路整備担当課長 今のところでは、協議自体を拒否されるということは、そういうケースは

ないです。 

会   長    協議が終わっていないというのは当然あるけれども、拒否して終わっている

わけではないということですね。 

狭あい道路整備担当課長 協議のテーブルに着かないということは、今のところありません。 

会   長    なるほど。何となくその辺がぱっと見るとわかりにくいけれども、うまく説

明するというのも結構難しいかもしれないですね。 

委   員    逆にその差というのは、協議中と考えていいのですかね。協議が完結してい

ないというふうに。 

狭あい道路整備担当課長 協議自体は完結していても、その協議した後退線でもって土地を売買した
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りですとか、その後退線をもって相続をしたりというところまでは行うけれ

ども、そこから先の建築行為までは至っていないというようなところがあり

ますので、受付件数についてはあくまでも協議が終わっている件数と考えて

いただいていいかと思います。ただし、その後すぐに建築行為に発展してい

るかどうかというのは、また別の話ということで。 

会   長    その相談的には、建て主さんもさりながら、測量事務所とかそういうところ

が、売買の経過で入ってくる人たちが、「こういう土地でこう頼まれているの

だけれども、どういう具合に考えたらいいか」とか、そういう協議というのも

あるのでしょうね。 

狭あい道路整備担当課長 代理人さんを立ててされる協議もありますので。 

会   長    その他何かございますか。諮問に反映していただくこと以外でも、我々が理

解するために。 

委   員    今のお話だと、この差の数というのは、協議ができているけれども建築行為

には入っていないものと、今、○○委員がおっしゃったように、そもそも協議

中でとまっているものと、二通りあるのでしょうか。 

狭あい道路整備担当課長 先程は協議が終わっているものとお答えいたしましたが、協議中のものも

含まれております。 

委   員    そうすると、少なくとも協議ができ上がっている、成立しているものについ

ては、何件ぐらいあるのかがわかるといいかもしれないですね。 

委   員    そんな感じはちょっとしますね。 

委   員    それなりに成果があったわけですものね。 

会   長    一覧うち協議終了とか協議成立とかいうのが、例えば750件あるとか、そう

書いてあれば、そのうち588は建築にまでいって、整備が行われたのだねとい

うのがわかると。もし例えば、そういうような数値的に整理ができれば、何か

それを加えていただくと多少想像がつきますね。 

あと、これは金額がぱっと出ないけれども、7,000 メートルについてＬ字溝

が後退したり舗装したりということを区がやって、7,700 メートルですか、そ

れで、７億何がしを使ったと。メートルで割ると、10万円ですか。 

狭あい道路整備担当課長 １メートルあたり10万円前後でございます。 

会   長    １メートルあたり10万円前後ですね。 

狭あい道路整備担当課長 物件によってどうしても差が出てきますが。 

会   長    それはもちろんそうですね。 
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ちなみにこの事業費というのは、国や東京都の補助というのは、今は入って

いるのでしたか。 

狭あい道路整備担当課長 はい。国と東京都とから、補助金があります。 

会   長    おおよそ３分の１、３分の１、３分の１、そんな感じでしたっけ。 

狭あい道路整備担当課長 国のメニューと東京都のメニューでちょっと別のものになるのですけれど

も、国については２分の１、50％です。 

会   長    国が割と手厚いのですね。 

狭あい道路整備担当課長 はい。50％で、区の持ち出しが50％ということになっています。 

会   長    これは密集法絡みか何かの緊急措置的、時限的補助金なのですか。そういう

わけでもない。 

副 参 事    社会資本整備交付金ですけれども、その交付金で国が整備費や測量費の対象

経費のうち 50％を出していただけるということです。それから、「防災都市づ

くり推進計画」という、東京都が杉並区で言えば阿佐谷とか高円寺とか木密地

域を整備地域として指定しています。以前に重点整備路線を指定するときに説

明させていただきました。その整備地域の中の特に必要な路線については、東

京都がまた残り、50％の半分を交付するという制度がございます。それは東京

都に制度を、つくっていただいたところでございます。 

会   長    では、国に言わせれば、来年のことはわからないよとは言いながらも、まあ

基本的にはそういう交付金は続くだろうと見ていいわけですね。 

副 参 事    現時点では続くだろうというところはあります。東京都のほうも平成 32 年

度までとありますけれども、その後どうなるかはわかりませんが、これだけの

事業ですので、基本的にはあくまでも継続をお願いしていきたいと思っており

ます。 

会   長    そういうことですね。これは区民にあえて説明するまでもないことかもしれ

ませんけれども、それだけの補助がなければ、区の単独でメートルあたり 10

万円払うのは容易なことではないですよね。 

委   員    ということは、この事業費というのは杉並区、東京都、国、三者で出したお

金という意味なのですか。杉並区だけが出したお金というわけではなくて。 

副 参 事    いろいろな示し方がありますけれども、杉並区が出していて、それに対して、

出したお金について補助金をいただいたというところです。 

委   員    一応形式的には、全部杉並区が出したお金ということですか。 

副 参 事    はい、区の一般会計で支出しております。 
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委   員    実質は違うということですよね。 

重点整備路線だとどこをやったのかというのは何となく、この４カ所あるか

らわかるのですけれども、「一般」と書いてあると、どこを直したのかがよく

わからないのですが。主なところでも記載していただくと、「ああ、あそこが

変わったのだな」とわかるのですけれども。どうなのでしょうか。 

狭あい道路整備担当課長 「一般」については区内全域で、それこそ建築行為があるところという形

になりますので、特に区としてそこの部分を狙ってやっているというところ

ではないので、自然発生的に起こることです。場所も 600 件近くあって、区

内全域の地図でポイントを落とすというようなことで、少し大まかな感じの

お示しの仕方にはなってしまうかなとは思いますけれども。 

委   員    大まかでいいのですけれども、どこをやったのかを何か知りたいなと思うの

ですけれども。ただ、あんまりたくさんあって、しかもそれぞれがみんな大し

た規模ではないとなると、書きづらいのかもしれないのですけれども。 

副 参 事    補足させていただくと、そういう意味では、確かに一般で場所も多岐にあり

ますから、ただ、後でありますけれども、やっぱり「普及啓発の取組」とか、

そういう考えの中で、特に効果のあったところを写真でお見せするとか、そう

いう方法はとったほうがいいかなという気はいたします。 

委   員     何かそうしないと、アピールしない感じがするのですけれども。 

会   長    区内に広く分布しているけれども、例えば図何とかに示すように、こんなふ

うに拡がってもらえたとか、それは重点整備路線も同じかもしれませんけれど

も。今日ありましたけれども。 

どうぞ、２ページ目以降についても同じように。 

委   員    同じようなことなのですけれども、２ページで久我山の拡幅整備済数が２件

増えたわけですよね。それを写真で示すとかいうことはできないのですか。 

狭あい道路整備担当課長 それについてはすみません。本日ご用意すればよかったのですが、整備前

後の写真は……。 

副 参 事    写真を撮っておりますから、そういう見せ方をやっぱりしていったほうがい

いと思います。なるべくビジュアル的に示すことも必要かと思います。 

委   員    そうですよね。 

委   員    すみません。１ページの「重点整備路線等」の「等」というのは何でしたか。 

狭あい道路整備担当課長 「等」というのは、重点整備路線のほかに区のほうで重点地区、それから

整備地区というようなことで、重点整備路線を指定する前から戸別訪問を実
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施している地区がございますので、そういったところを含めてということで

お示ししているものです。 

委   員    では、重点整備路線以外のそういう地区で働きかけをしているところと。 

狭あい道路整備担当課長 はい。 

委   員    そうすると、この「重点整備路線等」の内訳というのはどうなのですか。こ

れ、両方一緒になっているわけですよね。54とか36件というのは。 

狭あい道路整備担当課長 すみません。今、内訳については数字を持ち合わせていませんが、今後実

際にお見せする段になって内訳ということであれば、この表のつくりを工夫

するなりして、内訳についてはお示しできればと思っております。 

それで、先ほどお話しした重点地区とか整備地区の場所ですが、色刷りのＡ

３の資料でお示ししているもので、少し見にくくて申しわけないのですが、黄

色く色が塗られているところについては整備地区ということになってございま

して、重点的に職員が戸別訪問して拡幅のお願いをしているところとなってご

ざいます。 

副 参 事    補足しますと、黄色いところがいわゆる東京都の防災都市づくり推進計画の

中で定められている整備地域でございますので、特に災害危険度が高い地域と

いうことで、その部分については区の助成金の額も手厚い地域でございまして、

重点整備路線も一部含まれます。その他に狭あい道路整備事業、大分長くやっ

ておりますので、もうちょっと広い重点地区というのがありまして、助成金が

手厚いわけではありませんが、図で見にくいですけれども、整備地区の周りに

もうちょっと広く職員が戸別訪問している地域がございます。その区域も含め

ているということでございます。ですから、その辺も少しアピールすることを

考えます。 

会   長    戸別訪問する先は、かなり支障があるけれども、改善はきっとできそうで…。 

副 参 事    早期に改善の可能性があるところを重点的に伺っています。 

会   長    可能性と必要性があるところを、時々お話ししていると。そういうことです

ね。ただ、表の中では、さっきご提案あったように、54、36 等々が、うち重

点整備路線が半分ぐらいなのかとかいうのが、計数上わかればよろしいですね。

ありがとうございます。 

あと、３ページの支障物件の相談等ですけれども、これは別に答申に書けと

いうことではないですけれども、実際に現場お当たりになった職員さんは随分

苦労されたと思うのですけれども、何か感触としてはどんな雰囲気なのでしょ
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うか。もうけんもほろろなのか、聞く耳ぐらい少し持っているのか。我々とし

てはちょっと頭に入れておいたほうが。 

狭あい道路整備担当課長 お宅によってどうしてもいろいろ立場というか、事情がおありなので、す

んなり聞いていただいたところ、それから少しお話をさせていただいてご納

得いただいたところ、それから全然けんもほろろ的なところと、いろいろか

なというところではあります。 

会   長    表の 11 件は、その所有者等に面談されたわけですよね。それで、そのうち

２件が、現在、ここ半年のところ、ではよろしくお願いしますと。これも整備

費出すわけですよね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。支障物件自体の撤去費は所有者の方に持っていただくことに

なりますけれども、その後の拡幅整備に当たっては区のほうで行うというよ

うな形になります。 

会   長    やっぱり大きい植木鉢があるとか、そういうお話なのでしょうか。 

狭あい道路整備担当課長 下に主な相談内容ということで、自動販売機ですとか、コンクリートブ

ロックが置いてある、大量の植木鉢が置かれていると。あとは、車がとまっ

ているようなことというようなことで、要望、相談があったというような状

況です。 

会   長    ベースは相談に基づいて、区のほうの判断でお話に行くという、そんなよう

な雰囲気なのですね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。区民の方から要望・苦情等があって、それを受けて現地を確

認してというような流れで、今のところは行っている状況です。 

会   長    なるほど。 

委   員    この是正された件数、２件のうちの１件が、ここに写真のある、一つは「高

円寺南２丁目」というところですよね。もう１件はどこなのですか。 

狭あい道路整備担当課長 もう１件は、コンクリートブロックが置かれていて、それを所有者の方に

撤去していただいたというところなのですが、場所は、天沼でございます。 

委   員    荻窪ですね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。荻窪駅の北のほうになります。天沼地域についても、狭あい

道路の多い地区になっていますので、そういったところでご協力いただいて、

少しでも拡幅につながっていくことができたかなというところです。 

委   員    コンクリートブロックを撤去してもらったということですね。 

狭あい道路整備担当課長 はい。 
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会   長    それはよその人が駐車したりするのを防ぐような意味で置いてあったのです

かね。 

狭あい道路整備担当課長 玄関横のセットバックされているところに置かれていました。置かれた理

由は伺っていませんが。 

会   長    では、昔から何となく置いてあったということ……。 

狭あい道路整備担当課長  多分私どもが行って、置いてはいけないということを理解していただき、

ご自分の敷地内に移しており、42 条２項道路には置いていないという状況で

す。 

会   長    １件は写真でお示しいただいたもので、これはなかなか劇的ですね。 

委   員    これは建築を伴っていないのですよね。建物が既にあって、出っ張っている

ものですよね、これね。 

狭あい道路整備担当課長 そうですね。 

委   員    でも、出っ張っているところは壊しているわけでしょう。ですよね。この花

壇の下のところは。 

委   員    建築行為は伴っていないのだよね。 

会   長    低い花壇のところを全部撤去して、いずれ木でも植えてくれるのかな。何か

ちょっと殺風景になってしまったような気がするけれども。 

狭あい道路整備担当課長 ちょっと所有者の方が今後どうされるかまでは、こちらで把握はできてい

ませんが。 

会   長    わからないけれども、木でも植えてくれるといいですね。せっかく土が出て

いるのだから。 

委   員    でも、石垣みたいになっていたのをとってはいるのですね。 

会   長    そういうことですね。なかなか大変な仕事ですね。きめ細かいというか。 

委   員    この事業費ですけれども、「拡幅整備と測量にかかった費用」というのです

が、これ割合的にはどのくらいですか。 

狭あい道路整備担当課長 割合というと。 

委   員    測量にかかった費用がどのくらいで、という。 

狭あい道路整備担当課長 測量費ですか。 

委   員    多分測量にかかった費用は補助金の対象になるのだけれども、舗装とかの費

用は多分、区が単独で持たなければならない費用ではないかなというふうに想

像しているのですけれども。 

会   長    国や都の交付金の使い方としてね。 
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委   員    はい。 

事 務 局    この事業費には、測量費は入っておりません。工事費だけです。 

委   員    入っていないのですか。下のほうに「拡幅整備と測量にかかった費用」と書

いてあるので。 

 それと気になっているのが、事業費の中に補助金というのが入っているの

か、入っていないのかというのはちょっと気にはなったのですけれどもね。 

副 参 事    まずは舗装工事、Ｌ形側溝移設工事、これについては国の補助金が出ていま

す。測量費は、申しわけないです。もう少しわかりやすくいたします。 

事 務 局    すみません。ちょっと訂正させていただいて。この事業費というのはあくま

でも工事費だけで、測量については入っておりません。 

狭あい道路整備担当課長 昨年度の測量費については、概算で１億 4,000 万程度です。その数値につ

いては、今回お配りした資料の金額には含まれていません。 

会   長    表の外なのですね。要するに、それも東京都や国の補助金が入ったり入らな

かったり、今のご説明、いろいろなケースがあると。 

狭あい道路整備担当課長 はい。測量費についても国の補助金の対象にはなっています。 

会   長    では、それらは正確にしていただきたいと思いますね。 

委   員    後のほうに出てくる助成金というのは、この事業費には入っていない。外で

すね。 

狭あい道路整備担当課長 はい、そうですね。１ページでお示ししている金額については、基本的に

は拡幅整備にかかった工事費ということでお考えいただければと。 

会   長    僕、理解できなかったのだけれども、助成金というのは何でしたっけ。最後

の６番。 

狭あい道路整備担当課長 助成金というのは、拡幅整備をする際に区のほうから土地の所有者、建築

主のほうにお支払いをしている助成金になります。例えば、塀の除却費です

とか、拡幅整備に支障となるような配管の撤去、それから樹木の移植費、そ

れと、重点整備路線についてはさらに手厚くメニューをご用意しておりまし

て、セットバックしたところに塀をつくる場合については、メートル８万

5,000円まで助成金をお支払いしているというような状況です。 

委   員    あくまでここで「事業費」と書いてあるところの数字は、地べたの路面の整

備にかかったお金ということで。 

狭あい道路整備担当課長 「事業費」というと事業全体の金額ということで勘違いしてしまうので、

こちらについては、ちょっと表現については考えていきたいと思います。 
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委   員    むしろそういう助成金を出したとかいうのも、実はこの事業の全体としては

成果の部分なので、むしろ成果としては表現されてあったほうがいいのではな

いですかね。 

会   長    今、ご指摘のとおりなので、助成金そのものを少し説明してあげるとよろし

いですよね。 

委   員    モデルとしての十分な説明が必要だと思うのですけれども。 

会   長    それで、いわゆるこちらの１ページの事業実績との関係みたいなことがわか

れば、相乗効果というか、建て主さんにとっては、両方が出てありがたいとい

うことですよね。 

委   員    逆に助成金が出ているということは、その助成金以上のお金を所有者の方は

負担をして拡げることに協力をしているわけだから、そこまで含めて事業の成

果ではあるわけですよね。だから助成金を出したということは、かなり大きな

成果があったという膨らませ方があるのではないかと思うのですけれども。 

会   長    ありがとうございます。 

あとは電柱移設。これはご説明のとおり経年的なものだから、これで残った

のがまた 29 年度に新しいものを加えてやって、またそのある部分が移設され

るだろうと。そういう理解ですね。 

委   員    助成金についてちょっと伺いたいのですけれども、重点整備路線等で助成

金を交付していますよね。３ページで見ると、重点整備路線内における支障物

件設置状況はこうで、要するに、この重点整備路線内で支障物件が撤去できた

というのは、一つも今のところないわけですよね。あるのですか。 

狭あい道路整備担当課長 重点整備路線の中では、まだその支障物件自体が撤去されたというところ

はありません。 

委   員     なかったはずですよね。そうすると、この助成金というのは何に使われた。 

副 参 事     重点整備路線における支障物件設置状況を確認した後、支障物件が撤去さ

れたという実績はまだございませんが、こちらの「重点整備路線等」は、先ほ

ど申し上げた整備地区と重点地区を含みます。最初の１項の事業費のところと

同じ区分けに整理させていただきます。 

委   員    すごく曖昧ですよね。 

委   員    助成金はどちらかというと、「等」のほうですよね。 

副 参 事    そうです。「等」の区域で助成したものです。 

委   員    多分そうだと思うのですよ。これを読んだ人はむしろ逆に読みますよね。 
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委   員    そうですね。だから、重点整備路線というのがこの条例の一応対象になって

報告をするということだから、やっぱり分けたほうがいいような気がしますね。

一緒にすると大きく見せられるのかもしれないのですけれども、ちょっと条例

に基づくということからすると、私はやっぱり分けたほうがいいかなという気

がしますね。この４ページも、１ページと同じなのですけれどもね。 

副 参 事    こちら、確かに今の条例のポイントではありますし、それから今後３年間で

必要措置を講ずるという中では重要な要素になるかもしれませんので、ちょっ

と分け方を整理して、ご説明するようにしたいと思います。 

委   員    それで、今回の諮問では「実施状況」というのですけれども、この３ページ

の「重点整備路線内における支障物件設置状況」はこうだというのは書かれて

いるのですが、では、これからどうするつもりだということについては触れな

くてもいいのですか。そこまではいらない。 

狭あい道路整備担当課長 事業をどう進めていくかというところを含めてというところではあると思

うのですが、この実施状況を協議会のほうにご報告差し上げて、それを評価

していただくというようなことで考えておりましたので、実施状況について

の資料という形にはなっているのですが、当然その後どうやって進めるのだ

ということもございますので、例えば公表するものとはまた別というような

考え方で、今後はこういうふうにしていくというようなことも含めた資料を

つくるなりということで、今後の予定ということを含めた形でお話はさせて

いただく必要があるのかなと思います。 

副 参 事    今日ご意見をお聞きしてということなのですけれども、今、副会長がおっ

しゃるように、これはあくまでも今のデータでございます。今後公表するとい

うときには、区が何をしてきたかわかるようにするということで、今は空欄か

もしれませんけれども、そういう表のつくりにしていくのだろうなと思ってお

ります。その辺もご意見いただいて、そういう空欄になる表かもしれませんけ

れども。ただ、30 年度は入って、ゼロになりましたとわかるようなつくりに

していくのだろうなと思っています。 

委   員    せっかく重点整備路線を決めたにも関わらず、何も進展がされていないでは

ないかというような印象だと好ましくないので、「これだけのことをやりまし

た」あるいは「これからこういうことをやります」というところまで触れない

と、何か諮問に答えた形にならないのかなという気はするのですけれども。 

狭あい道路整備担当課長 今回お示しはしていないのですが、重点整備路線については戸別訪問を
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行っていまして、その中で１件なのですけれども、拡幅整備にご承諾いただ

いているような物件が今出てきている状況です。そのほかにも何件かについ

ては、可能性が高いところかなというお返事をいただいているところもあり

ますので、今そういった形で所有者の方に交渉しているような状況です。 

会   長    今の点もちょっと割と大事なことだと思いますし、諮問文では「実施状況に

関する事項について」ですから、こういう数値を示せばそれは本体としていい

のでしょうけれども、何か前後に我々の協議会としてのコメントが、つまり一

つは今言われたような、言い方は難しいのだけれども、約束するわけにいかな

いでしょうし、我々の立場でもし物を言うとしたら、現在重点整備路線で進め

ているようなのでさらに進めてほしいみたいな後文が、数字の約束はできない

にしても、もしかするとつくかもしれないと思います。それに、そもそもが施

行後半年余の間の実績なので、まだ評価する十分な材料とは言えないけれども、

一生懸命頑張っているようだというような雰囲気の、我々の協議会から答申す

るなら、何かその辺の前後の文章がちょっとないと、数字だけでは我々が答申

したという意味が薄くなってしまうから、それも工夫して、必要だったら事前

にメールでこんな前後をつけたらどうかという、たたき台を作成し、いきなり

当日、次回示しても、その場で言いにくいから、何かそんなプロセスを経ては

いかがでしょうかね。 

そういうのをつけるという前提で今日のご議論、まださらにご意見あれば伺

いますけれども、全体にホームページに載せる等々は多少長くなってしまって

もいいけれども、とりわけ区報に載せる分については短くなるだろうから、で

きるだけわかりやすく写真等も入れたいという全体の話も考えたいと。 

それから、１だとか６に関して受け付けたものと整備したものとの関係性が

もうちょっとわかるような補足欄をつくってはどうかとか、588 件は広く分布

しているけれども整備が必要とするところでも行われているような、その辺の

実態とか、久我山の２件については、個別のプライバシーとか何かそういう問

題があるのかもしれませんけれども、もしそういうことがないならば、一つの

具体的な表示ができたらやってもらいたいというような意見が出たし。 

それから、１と６中心に、「等」というところが非常に理解しがたくしてい

るので、重点整備路線でのことと、それを取り巻く整備をすべき場所と両方が

あって、それぞれがどんな具合かということは、重点整備路線が今、ほとんど

まだ動いていないというのもそれはそれで事実なのですから、示してもいいと
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思うのですよね。今後頑張りますということにもなりますし。 

そんなような議論がなされたわけですけれども、その他お気づきの点。 

どうぞ。 

委   員    これ今もお話あったのですけれども、２番目の「重点整備路線の取組」とい

うところで重点整備路線がどうかということで、今後こういうところが、もと

もと重点整備路線というのは非常に災害時の必要性が高いと、それで拡幅しな

ければいけないということで、指定しているわけですよね。支障物件もあるし、

拡幅整備もするという、この２つがあるわけです。 

なので、今、会長がおっしゃられたように、やはりそういったところの働き

かけをやっているというのは、書いたほうがいいと思うのですが、もう一つは、

この重点整備路線の２のところが「取組」という表題になっていて、あと、支

障物件は３にあって、それから、助成金でそういう拡幅ができますと、重点整

備路線は実際はないかもしれないのだけれども、それが６にあるということな

ので、重点整備路線で重点的にそういう拡幅整備を進めていきますというのと、

支障物件を置かないようにしますというところが今こんな状況で、区としては

かなり一生懸命やっていますよというのは、わかりやすく書いたほうがいいの

かなというのが一つ、一点。 

それからもう一つは、２のところの「取組」のところで、「拡幅整備可能

数」というのがあるのですけれども、これはちょっと、「可能」というのは、

でも、拡幅整備は後退していなくても、本来ここはやらなければいけないわけ

です。だからこの表現だと、可能でなければやらなくていいというふうに誤解

されると思うのですよ。だから「可能数」ではなくて、本体が後退しているの

はここですよというふうにしないと、不可能ならやらなくていいでしょうとい

うふうに誤解をしているということは、ある意味、例えば前から議論になって

いる重点整備路線の路線②なんかは違法状態なわけだから、この表現は変えた

ほうがいいと思います。「可能」ではなくて、やらなければいけないけれども

あなたはやらないだけなので、それをどこまでやるかは区のいろいろな条例と

か、権限の話とか、建築基準法の話とかいろいろあるけれどもということなの

で、ちょっとこの表現は修正したほうが、私はいいと思います。 

狭あい道路整備担当課長 わかりました。確かに。 

会   長    「O（ゼロ）」では何やっているのだなんて……。 

委   員    「可能」というか、やらなければいけないからしなければいけないのだけれ
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ども、表現的に「不可能」だというふうに逆に捉えてしまうので。説明はこう

なのだけれども、表現がまずいかなと。それから、働きかけて今直そうとされ

ているということがあったし、それから、もともと重点整備路線はそういう拡

幅整備の重要度が高いところを指定しているわけです。間違いなく重要度は高

いのだけれども、それがこういう表現だとまずいので、ちょっと検討したほう

がいいかなと思います。とにかくちゃんと整備するのが最終目標だと思います

ので。 

会   長    特に阿佐ヶ谷の駅前は。いろいろな議論があって、あえてやっぱり指定しよ

うというところだから、これを読むと、要するに不可能なところを指定したの

ではないかと逆読みをする人が出てしまう。 

委   員    そうですね。そういうふうに読まれてしまうといけないかなということです

ね。 

会   長    そういうふうに読まれてしまうおそれがありますよね。 

委   員    今日の資料を拝見していて思ったのですけれども、今回条例改正して一歩踏

み込んで、この協議会という組織もつくって、重点路線に取り組んでいきます

よと。これは着手したばっかりで、半年余りの実績ということなので、あんま

り深追いして「何で」と言われないような、カバーを少ししておいたほうがい

いと思うのですけれども。 

実は狭あい道路の整備の中でいうと、一般の建築行為に伴ってこれだけの路

線が整備されてきているということは、重点でなくても区内の狭あい道路の整

備というのは進展をしている。それは、過去の実績踏まえてこれだけのことが、

実績の延長線にあるわけですよね。これはどういう形がいいのかどうかわから

ないけれども、十分評価をするような形というのがあっていいのではないかな

と。それぞれ建築をするのに関わって、建築基準法絡みで２メートルになるま

で片側下げましょうねというのが実はこれだけ効いていて、着々と整備が進ん

でいるというのは、今回の制度改正に伴う成果ではないのだけれども、やっぱ

りそこがこれだけの７億のお金、実際にはかなりの分がそういうところで使わ

れているし、そういう実績が上がってきているということは、やっぱり適切に

評価できるような表現をとられてもいいのではないか。この協議会の目的とは

ちょっと違うのかもしれないけれども、そこはご担当としては胸を張っていい

ところではないかなという気もするのですが。いかがでしょうか。 

委   員    そういうことだと思います。やっぱりそういうふうに評価して進んでいるし、
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頑張っているということは、きちっとやはり伝えたほうがいいと思います。 

委   員    「重点整備路線等」で4,500万なのだけれども、７億動いているというその

実績は、やっぱり高く評価していいような気がするのですよね。 

会   長    我々の協議会が答申するわけですから、そういう文言をちょっと入れるとい

いかもしれないし、そういう前文、後書きをちょっと工夫して。 

それに第１回ですから、もしかすると答申の頭がまたあって、協議会として

今の過去のいきさつなり、そしてさらにそれを促進するために条例改正をして、

その施行から半年余がたちましたというような全体へのまた前文があって、頑

張っていますよという雰囲気を出したいきさつにしたほうが、いきなり数字が

出るよりは、これまでの経過も簡明に、今まで随分頑張って、さらにそれを頑

張り、杉並を防災、いいまちにしていくために条例改正をして、ようやく施行

されて半年余がたったところで、第１回のこのご報告をしますみたいな、大き

な前書きがちょっとあってもいいかもしれませんね。 

委   員    そのためには、拡幅整備事業の実績というのは、平成 27 年度分というのも

あるのですか。昨年度分というのは。 

狭あい道路整備担当課長 重点整備路線については新しい事業ですので、平成 27 年度分の実績はない

ですが、これまでの事業の実績数値はございます。 

委   員    「一般」なんか。それを比較してみれば、数字の上で大きく伸びているとい

うことは言えると思うのですよね。やっぱり客観的データが必要だと思います

よね。 

副 参 事    拡幅整備というのは、割合でいけば年に１％強ずつ、平均すれば伸びていま

す。住宅着工件数にもよるので、リーマンショックのときとかはやっぱり落ち

たのですけれども、できればこの条例改正したら伸びましたというのが、そう

いうのが本当はほしいのですけれども、ちょっとまだデータとして出てないの

ですが。 

委   員    昨年度と比べてどうなのかというのを出さなければいけない。 

副 参 事    そういうところを狙ってはいまして、前もちょっとお示ししたかもしれませ

んけれども、例えば年間何件整備しているというのは平成元年からはとってお

ります。 

委   員    客観的データがないと、自画自賛みたいになってしまっても嫌ですから。 

委   員    気持ちとしては、区長はこれを一生懸命やりたいというのを打ち立てて、条

例改正まで頑張ったわけですから、なるべく条例改正をして進んできたところ
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の実績が見えるようには是非してほしいという気持ちがよくわかるのですけれ

ども。でも、あんまり急いでもだめみたいなところがある。 

委   員    だからこそ重点整備路線は何とかしてもらいたい。 

会   長    特に実績という意味では、施行後半年でしょう。 

副 参 事    そうですね。 

会   長    それもあるから、まあ２年半ぐらい調べて。 

委   員    そう簡単には出ないですよね。 

委   員    そんなすぐは出ないのは当たり前で、やはり時間がかかると思います。 

委   員    今期はあんまり焦ってもしようがない。 

副 参 事    前回もご説明いたしましたけれども、実績としては今、半年ということで、

年間の実績としては、今年度でないとやっぱり出ないわけです。そういう年度

を踏まえて、私どもは、決算がありますので、決算を報告できるのが９月にな

ります。ですからそれも含めて、そこの年数をどうしていくかというのはある

と思うのです。今は最初のところではありますけれども、その次は年間通して

というのが出せると思います。それで２年ぐらいの実績がでます。その結果を

踏まえて……。 

会   長    それで、条例の内容について検討をし、必要な措置を講ずるみたいな。 

副 参 事    そのように考えています。 

会   長    そういうところまでいきたいということですね。わかりました。 

結構ご議論いただきましたけれども、ちょっと事務局には次回に向けての宿

題が多かったと思いますけれども、よろしくお願いしたいですけれども、さら

に宿題的に思われたことがあれば。よろしゅうございますか。 

それではそのようなこととして、今後どう進めるかについて、事務局からお

示しくださいますか。今日のを受けてということですね。 

狭あい道路整備担当課長 はい。次回以降の予定ということでよろしいですよね。 

会   長    はい。 

狭あい道路整備担当課長 その前に申しわけないのですが、一番最初にお話しすればよかったのです

が、今日お配りした資料、特に事業費ですが、まだ区としての決算報告の前

の段階の数値ですので、あくまでも概算ということでご理解いただければと

思います。 

会   長    でも一応答申には、そういう断りを入れて載せることは構わないわけですね。

概算であるということを。 
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狭あい道路整備担当課長 そうですね、協議会のご議論では必要な部分もあると思いますので、今後

詰めていきたいと考えております。 

会   長    はい。今日の議論の中でもその辺も関わってくるので。 

副 参 事    項目としては載せさせていただいて、お金は答申の段階で未確定というとこ

ろもあるかもしれません。決算数値となりますので。 

会   長    路線延長なんかはいいわけですよね。 

副 参 事    はい。 

会   長    わかりました。 

狭あい道路整備担当課長 では、次回以降の予定でございますが、次回については今のところ７月に

今年度２回目の協議会を開催させていただければと考えているところでござ

います。今お話が出ていましたように、次回は答申に向けてのたたき台に基

づいてお話を進めていただくというようなことで考えているところです。 

それで、もし今の段階で、７月でこの時期はもうご予定が、ということがも

しおわかりであれば、事前にお知らせをいただけるとありがたいかなというと

ころです。この場でなくても構いませんので、後ほど事務局宛てメールなりで

も構いませんので、お知らせいただけると。 

会   長    ７月中盤ぐらいから８月にかけて長いご出張があるとか、そういう場合は

メールでも入れていただいて。 

狭あい道路整備担当課長 もう学会等予定が組まれているとかということがあれば、事前にお知らせ

いただけると。 

委   員    いつごろですか。 

狭あい道路整備担当課長 みなさんのご都合にもよるかなというところですが。７月中旬から下旬ぐ

らいかなとは思っているのですが、もしご都合つかないようであれば、上旬

含めてということになるかと思います。 

 また、こちらのほうでは調整をさせていただきますので、事前にもうご予

定があるようであれば、お知らせをいただけるとありがたいです。 

会   長    では、もし今からわかってしまっていることがあれば、事前にお知らせくだ

さい。会場の都合とかもあるでしょうから。 

会   長    ここ１週間ぐらいには予定を入れてしまいましょう。そんなことですが、ほ

かに何か。 

狭あい道路整備担当課長 こちらからは以上でございます。 

会   長    そうですか。委員からもよろしゅうございますか。 
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それでは、これで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


